
菅田小学校 緊急時（自然災害等）登下校 安全のしおり 

   

緊急時には、各ご家庭で次のような対応をお願いいたします。 

☆大地震発生 震度５強以上の地震が観測されたとき 

☆大規模地震警戒宣言が発令されたとき 

「警戒宣言」・・大地震の発生のおそれがあるときに、内閣総理大臣が閣議を経て発するものです。 

☆次の警報が発令されたとき 

暴風警報  暴風雨警報  大雪警報  暴風雪警報 
 

 

登校前 
 

 

 登校させないでください。 

＜暴風雨・大雪＞ 

 午前７時の時点で、神奈川県全域または東部に上記のいずれか

の警報が発令されているときは、臨時休校になります。 

＜大地震＞ 

 学校から指示があるまで、自宅待機させてください。 

登校後、 
下校まで 

 引き取り下校になります。 

＜暴風雨・大雪・大地震＞ 

 原則として、保護者の方が引き取るまでは、児童を学校に留め

置きます。 

※上記の場合以外にも、災害状況や交通機関の運行状況等により、学校留め

置き、引き取り下校になる場合もあります。 

登校中 
下校中 

学校か自宅か近い方に避難する。 

＜大地震＞ 
※非常時の対応も考えて、登校時は必ず登校班でまとまって登校するよう

に、学校で指導しております。 

○ 大地震の場合は、電話による連絡はできません。メール配信は行いますが、通信状況によっては、送

受信が大幅に遅れる場合も考えられます。入手できる情報をもとに、対応をご判断ください。 

○ 上記以外の緊急事態の場合は、速やかに「授業繰り上げ」措置を行い、下校時刻の変更や集団下校な

ど、状況に応じて対応します。その場合は、メール配信・登校班連絡網で連絡をします。 

 


